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3 学校法人会計基準の実施 

日本私学振興財団法附則第14条第1項に規定

する会計年度等を定める政令およぴ学校法人

会計基準の制定について（通知） 

文管振第69号 昭和46年5月10日 

文部大臣所轄各学校法人理事長あて 文部省管理局長通知 

このたぴ,標記の政令が昭和46年3月 

29日政令第45号として公布され，即日施

行されましたが，これに伴、、私立大学等

経常費補助金その他の経常的経費に対す

る国または地方公共団体の補助金の交付

を受ける文部大臣の所轄に属する学校法

人は,昭和46年度から，私立学校法（昭

和24年法律第 270号）第59条第8項の規

定により,文部大臣の定める基準に従っ

て,会計処理を行ない，計算書類を作成

しなけれぱならないこととされました。 

また,上記の文部大臣の定める基準と

して,学校法人会計基準が，昭和46年4 

月1日文部省令第18号として公布され， 

即日施行されました。この文部省令の施

行に伴い留意すべき事項は」下記のとお

りでありますので,貴学校法人の会計処

理および計算書類の作成につきじゆうぶ

んご配慮のうえ遺漏のないように願いま

す0 

I 第 1章（総則）について 

1 この省令は,私立大学等経常費補助 

金，私立特殊教育設備整備費等補助金

のうち私立特殊教育学校教育費補助に

かかるものまたは校長および教員の給

与に要する経費もしくはこれを含む経

常的経費に対する地方公共団体の補助

金で当該地方公共団体の規則で定める

ものの交付を受ける学校法人に適用さ

れるものである。従つてこれらの補助

金の交付を受ける学校法人はもとよ

り,そうでない学校法人においても学

校法人の経理の合理化および適正化の

確保を図るという観点から,この省令

に定めるところに従つた会計処理およ

び計算書類の作成1こじゆうぶん習熟す

るよう努めることが望ましいこと。 

（第1条第1項関係,附則第2項参照） 

2 この省令に定めのない事項iこついて

は,ー般に公正妥当と認められる学校

法人会計の原則に従うものとされてい

るが,これについては，文部省におい

て学識経験者等に委嘱して行なつた調

査研究の結果についての次の報告の内

容等を参照されたいこと。 （第1条第 
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2項関係） 

(1）学校法人会計基準（昭和45年5月 

2日報告） 

(2）学校法人会計基準の実施について 

（昭和45年12月1日報告） 

(3）学校法人計算書類記載要領（昭和 

46年2月25日報告） 

"）知事所轄学校法人における学校法

人会計基準の実施について（昭和46 

年2月25日報告） 

3 私立学校法第26条第 3項の規定によ

り私立学校の経営に関する会計から区

分して経理される収益事業会計には企

業会計原則その他一般に公正妥当と認

められる企業会計の原則が適用される

こと。なお,収益事業会計に関する計

算書類も私立学校法第59条第9項の規

定に基づき文部大臣に届け出るべき計

算書類であること。 （第3条関係） 

4 学校法人が作成しなければならない

計算書類は，資金収支計算書とその内

訳表,消費収支計算書とその内訳表お

よび貸借対照表とその明細表とされた

こと。したがつて，学校法人は，これ

らの計算書類を作成し，上記の収益事

業会計に関する計算書類とともに,私

立学校法施行規則第7条の 3の規定に

より当該年度の翌年度の6月30日まで

に文部大臣に届け出なければならない

こと。 （第 4条関係） 

昭和45年度の計算書類としては，従

来の貸借対照表および収支計算書を， 

また,昭和46年度の計算書類として

は,この省令に基づく資金収支計算書

とその内訳表および従来の貸借対照表

を，それぞれ作成し，文部大臣に届け出

ることとなること0（附則第2項参照） 

なお，文部大臣に届け出るこれらの

計算書類は，公認会計土または監査法

人の監査を受けたものであり,かつ， 

当然のことながら，学校法人内部の正

規の手続を経て作成されたものでなけ

ればならないこと。 

5 計算書類に記載する金額は，総額を

もつて表示すること。ただし，預り金

受入収入と預り金支払支出のように経

過的な収入と支出およぴ食堂,売店， 

寄宿舎のような教育活動に付随する活

動にかかる収入と支出については，収

入総額と支出総額の差額をもつて表示

することができること。この場合にお

いて，支出科目については,適当な小

科目または中科目を設けて記載するこ

と0 （第5条関係） 

豆 第2章（資金収支計算及び資金収

支計算書）について 

1 本章は，昭和46年度から適用される

こと。 （附則第1項参照） 

2 資金収支計算書は，収益事業会計以

外のすべての活動に関する資金の収入

支出の状況を示すものであり,特定の

収入支出について別会計で経理してい

る等の理由でこれを資金収支計算書の

記載から除いてはならないこと。 （第 

6条関係） 

3 資金収支計算書は，別表第1 :.掲げ

る科目を用いて第1号様式に従つて作

成するものであること0 （第9条～第 

12条関係） 

① 別表第1に掲げる小科目について

は，主要な科目を掲げたものであ

り，これらの科目に含まれないもの

については適当な形態分類に基づく 



私学振興財団法に規定する政令及び学校法人会計基準の制定について 139 

科目を追加して記載するもとのする

こと。この場合において, 形態分類

によることが因難であり，かつ金額

がきん少な支出については形態分類

によらない科目で表示することがで

きること。 （別表第1（注）1および 

2関係） 

② 小科目は，適当に細分することが

できること。（別表第1（注)1関係） 

③ 適当な中科目を設定することがで

きること。この場合において，当該

中科目には，別表第1に掲げる小科

目および上記①に従つて追加した小

科目による内訳を示すこと。 （別表

第1（注）3 関係） 

④ 第1号様式に掲げる科目に記載す

べき金額がない場合には，その科目

の記載を省略すること。 （第1号様

式（注）1関係） 

⑤ 予備費は，決算欄には計上されな

いが, 予算欄に計上される金額は予

算で定まった予備費の額のうちの未

使用額であること（使用額は同じ額

の上部に（ ）書で記載すること。） 

( ）書で記載された予備費の使用

額は骸当科目の予算欄の額に振替え

て記載し, 振替科目およびその金額

を適当な方法で注記すること0 （第 

1号様式（注）3 関係） 

⑥ 資金収入調整勘定およぴ資金支出

調整勘定には, 当年度未収金，未払

金等をその金額に・マイナスの印を付

して記載すること。 （第l1条関係） 

⑦ 前年度繰越支払資金の金額は，前

年度末の貸借対照表の現金預金の金

額と一致し，次年度繰越支払資金の

金額は，当年度末の貸借対照表の現 

金預金の金額とー致すること。 

⑧ 収入の部合計と支出の部合計の金

額は一致すること0 

4 資金収支計算を行なうため必要な勘 

‘定科目は，上記3 の趣旨に即して設定

すること。 （第8 条関係） 

5 資金収支内訳表は，資金収支計算書

に記戴された決算の額を各部門ごとに

区分して表示するものであり，第 2 号

様式に従つて作成すること。 この場合

において，いずれの部門に属するか明

らかでない収入支出は, 教員数, 在学

者数または教室の床面積の比率その他

の適当な要素を勘案して，合理的に各

部門に配付すること。 （第13条，第 2 

号様式（注)4関係） 

6 人件費支出内訳表は, 資金収支計算

書に記載される人件費支出の決算の額

の内訳を各部門ごとに区分して表示す

るものであり, 第 3 号様式に従って作

成すること。 この場合において, いず

れの部門に属するか明らかでない人件

費支出は，教員数, 職員数, 在学者数

の比率その他の適当な要素を勘案し

て, 合理的1こ各部門に配付すること0 

（第14条第 3 号様式（注）2関係） 

皿 第 3章（消費収支計算及び消費収

支計算書）について 

1 昭和46年度においては，この章の規

定によらないことができること0 すな

わち，消費収支計算書を作成せず，ま

たは従来貴学校法人において作成して

いる例によつて消費収支計算書を作成

することができること。 （附則第 2項

参照） 

2 消費収支計算書は，収益事業会計以 
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外のすべての活動にかかる消費収支計

算の結果を表示するものであり，特定

の消費収入消費支出について別会計で

経理している等の理由でこれを消費収

支計算書の記載から除いてはならない

こと。 （第16条，第17条関係） 

3 消費収支計算書は, 別表第 2 } 掲げ

る科目を用いて第 4号様式に従って作

成すること0 この場合において, 小科

目の追加およぴ細分，中科目の設定， 

科目の省略ならぴに予備費の記載方法

については, 資金収支計算書と同様の

取扱いとすること0 （第18条～第23 

条，別表第 2（注）1, 2および3, 第 

4号様式（注）1 関係；上記II第 2章 

〔資金収支計算および資金収支計算書） 

についての 3 の①～⑤参照） 

4 消費収支計算を行なうため必要な勘

定科目は，上記3 の趣旨に沿つて設定

すること0 （第17条関係） 

5 消費収入は，帰属収入から基本金組

入額を控除して算定するが，その表示

は，帰属収入の合計額から基本金組入

額の合計額を控除する形式によるこ

と。この場合1こおいて，さらに, 基本

金組入額合計の金額の内訳の金額を帰

属収入の科目ごとに控除する形式であ

わせて示すことができること0 （第16 

条第1項，第18条第 2項，第 4号様式 

（注）3 関係） 

6 消費収支計算における消費収入また

は消費支出の超過額は，当年度消費収

入超過額または当年度消費支出超過額

とし，前年度繰越消費収入超過額等を

加減して翌年度に繰越するものとする

こと。 （第20条～第22条関係） 

7 消費支出準備金の留保は，翌年度に 

消費支出超過額を繰り越すこととなら

ない場合に限り,その範囲内で行なう

ことができること0 準備金として，留

保する場合には, その準備金を充当す

る年度を明確にするとともに，各称も

充当する年度を冠したものとするこ

と0 （第21条第1項第3 号，同条第 2 

項関係；別表第3, 第 6 号様式参照） 

8 消費収支内訳表は，消費収入計算書

に記載された消費収入消費支出の決算

の額を各部門ごとに区分して表示する

ものであり，第5号様式に従つて作成

すること6 この場合において，いずれ

の部門に属するか明らかでない消費収

入消費支出の各部門への配付について

は，資金収支内訳表の場合と同様に取

り扱うこと0（第24条，第 5 号様式（注） 

4 関係；上記II第 2章（資金収支計算

および資金収支計算書）についての 5 

参照） 

w 第4 章（貸借対照表）について 

1 昭和46年度においては，この章の規

定によらないことができること0 従っ

て，従来の例によつて貸借対照表を作

成するととができること。 （附則第 2 

項参照） 

しかし, この章の規定が適用される

昭和47年度の貸借対照表について適正

を期するためには, その前提として昭

和46年度の貸借対照表がそれを可能に

する程度に整備されていることが必要

であるので, 昭和46年度の貸借対照表

については前記「学校法人会計基準の

実施について（昭和45年12月1日報

告刀の趣旨および内容に即したもの

であることが必要であること。 
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2 第1節（資産）について 

(1) 資産の評価は，取得価額をもって

することを原則とするが, この省令 

’が初めて適用される会計年度の末日

に有している資産の評価について

は，前記「学校法人会計基準の実施 

iこついて」の報告の 「 3 資産の評

価」の趣旨により評価することがで

きること。 （第25条関係；附則第 3 

項参照） 

仁）減価償却の方法は，定額法とした

が，この省令が初めて適用される会

計年度の末日に保有している減価償

却資産で既に定率法で減価償却を実

施しているものについては，その資

産に限り, 償却が終わるまでの間は

定率法によつて償却することができ

ること0 （第26条関係；附則第 3項

参照） 

い）金銭債権については，その徴収不

能の見込額を徴収不能引当金に繰り

入れること0 （第28条関係） この場

合においても, 当該金銭債権は消滅

したわけではないので，その管理に

ついてじゆうぷん配慮されたいこ

と0 

3 第 2節（基本金）について 

(1） この省令における基本金とは，帰

属収入のうちから既に基本金に組み

入れた金額をいい，第30条第1項の

規定により基本金に組み入れるべき

もののうち同条第2項の規定により

未だ基本金に組み入れていないもの 

（以下「基本金未組入額」という。） 

があるときは，当該基本金未組入額

は，これを基本金としないこと0 

（第29条, 第30条関係） 

(2）第30条第I項第1号およぴ第2 号

に掲げる金額1こついては，当該各号

に掲げる資産の取得の財源の全部ま

たは一部が借入金である揚合等にお

いては，基本金への組入れを繰り延

べて翌会計年度以後において行なう

ことができること0 （第30条第 2項

関係） 

（の 基本金の取崩しは，設世する学校

の廃止等学校法人の活動の全部また

は一部を廃止した場合1このみ行なう

ことができること。この場合におい

て，取崩額は, 廃止した諸活動に係

る基本金の額をこえてはならないこ

と。 （第31条関係） 

4 第3 節（貸借対照表の記載方法等） 

について 

(1) 貸借対照表は，別表第 3 に掲げる

科目を用いて作成すること0 この場

合において, 別表第 3に掲げる小科

目については，適当な科目を追加し， 

または細分することができること。 

（第33条, 別表第 3〔注）1関係） 

②‘貸借対照表の様式は，第 6号様式

のとおりであること。第6 号様式に

掲げる科目に記載すべき金額がない

場合は, その科目を省略すること0 

（第32条, 第35条, 第6 号様式（注） 

1関係） 

O）次のものについては，貸借対照表

に脚注すること。 （第34条, 第 6 号

様式関係） 

① 減価償却額の累計額の合計額 

（第34条第1項関係） 

② 徴収不能引当金の合計額（第34 

条第 2項関係） 

③ 担保に供されている資産の種類 
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および額（第34条第 3項関係） 

④ 基本金未組入額（第34条第 4項

関係） 

"）貸借対照表に附属する明細表とし

て, 固定資産明細表，借入金明細表

お上び基本金明細表を作成するこ

と0 基本金明細表は，当該会計年度

において行なわれた基本金への組入

れまたは基本金の取崩しの原因とな

った事実を明確に表示し，また, 基

本金未組入額については，その金額

を事項ごとに摘要の欄1こ記載するこ

と0 （第36条，第 9 号様式（注）1お

よぴ 3 関係） 

V 第5章（知事所轄学校法人に関す

る特例）について 

知事所轄学校法人について, 特例措置

を講じたこと0 （第37条，第38条, 別表

第1（注）4および5, 別表第2（注）4, 

別表第3（注）3 関係） 

VI 施行について 

この省令は, 公布の日 （昭和46年4月  

1日）から施行すること0 ただし，この

省令に従つた会計処理および計算書類作

成を全面的に実施するのは昭和47年度か

らであり，昭和46年度においては，この

基準に従って行なわなければならないの

は, 資金収支計算および資金収支計算書

の作成のみとされていること0 この場合

において, 資金収支計算書の作成には， 

当然資金収支内訳表および人件費支出内

訳表の作成も含まれているので，文部大

臣に届け出る昭和46年度の計算書類に

は，とれらの内訳表が含まれること。 

（附則第1項および第2項本文関係） 

なお，文部大臣所轄学校法人について

は，知事所轄学校法人の場合と異なり， 

昭和47年度以後の会計年度において私立

学校法第59条第 8項の規定が初めて適用

される学校法人については，上記の昭和 

46年度における特例措置と同様の扱いは

行なわれないこと0 したがって，私立学

校法第59条第 8項の規定が初めて適用さ

れる会計年度から，この省令本則のすぺ

ての規定が適用されることとなること0 

（附則第 2項ただし書関係） 


